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新型コロナウイルス感染者の療養状況

注１ 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査結果」より作成。
２ 本資料において、括弧内の数字はPCR検査陽性者数に占める割合。
３ ２回連続でPCR検査での陰性が確認され退院基準を満たして退院した者、解除基準を満たして宿泊療養、自宅療養、社会福祉施設等療養を解除された者
及び死亡者を除いた者が対象。

４ 報告時点におけるPCR検査陽性者数は入院中及び入院確定者（一両日中に入院すること及び入院先が確定している者）、宿泊療養及び宿泊施設での入院
待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中の患者の合計。

５ 受け入れが確実な宿泊施設の部屋として都道府県が判断し、厚生労働省に報告した室数。都道府県の運用によっては、事務職員の宿泊や物資の保管、医
師・看護師の控え室のために使用する居室等として、一部使われる場合がある（当該居室数が具体的に確認できた場合、数値を置き換えることにより、数
値が減る場合がある）。

６ ７月15日の数値について、東京都の宿泊療養者数及び宿泊施設受入可能室数は７月16日時点のデータを記載。

■８月12日時点で全国のPCR検査陽性者数は13,562人で
■あり、うち入院者数は6,009人（44.3％）である。

■宿泊施設の受入可能室数は18,102室確保されているが、

■宿泊療養者数は1,592人（11.7％）に留まっている。

■一方、自宅療養者数は4,514人（33.3％）であり、新規

■陽性者の増加に伴い増加している。自宅療養者の中には、
■介護や子育てなどやむを得ない事情がある場合や、診断
■確定の時点で発症から相当日数が経過しており、療養期
■間終了までわずかであるため自宅療養を選択する場合も
■含まれている。

８月12日時点のPCR検査陽性者数等（全国・都道府県別）

宿泊施設
受入可能
室数（注５）

全国 13,562 6,009 （44.3%） 1,592 （11.7%） 18,102 4,514 （33.3%）

東京都 3,696 1,725 （46.7%） 417 （11.3%） 2,148 663 （17.9%）

大阪府 1,641 473 （28.8%） 273 （16.6%） 1,229 481 （29.3%）

愛知県 1,746 318 （18.2%） 47 （2.7%） 1,300 1,314 （75.3%）

都道府県

ＰＣＲ検査

陽性者数
（退院者等
除く）

（注３、４）

入院者数
（入院確定者数を

含む）

宿泊療養者数 自宅療養者数

※陽性者数の中には「確認中の人数」等が含まれるため、括弧内の構成比は合計100％にならない。

全国のPCR検査陽性者の内訳推移

※「その他」には「社会福祉施設等療養者数」と「確認中の人数」が含まれる。

7月1日 7月8日 7月15日 7月22日 7月29日 8月5日 8月12日
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医療費控除の概要

注１ 国税庁ホームページ、首相官邸ホームページ、厚生労働省ホームページより作成。
２ 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引かれるため、引ききれない金額が生じた場合であっても他の
医療費からは差し引かない。

３ その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の５％の金額。

その年の１月１日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を払った
場合において、その支払った額が一定額を超えるときにその医療費の額を基に計算された金額の所得控除を受けられる制度。

医療費控除の対象になる費用 医療費控除の対象にならない費用

入院
・
通院

・医師による診療や治療の対価
・入院の際の部屋代や食事代
・在宅療養の場合に、保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した
者から受ける療養上の世話の対価（例：家政婦に病人の付き添い
を依頼した場合の療養上の世話に対する対価）

・通院や入院のための交通費

・医師等に対する謝礼金
・入院時の寝巻き、洗面具等の身の回り品の費用
・自己都合で個室に入院した時等の差額ベッド代
・病院外から自費で取り寄せた食事代や外食費
・家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目で支払った費用
・自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代

医薬品 ・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
・ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の
購入代金

その他 ・健康診断費用（異常が見つかり治療を行った場合）
・予防接種費用
・健康診断費用

次の式で計算した金額（最高で２００万円）。
（実際に支払った医療費の合計額－（１）の金額）－（２）の金額
（１）保険金などで補てんされる金額（注２）

（２）１０万円（注３）

医療費控除の対象例

・入院患者の医療費は、公費により負担する。（出典：新型コロナウイルス感染症対策本部「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」）
・宿泊施設で療養する場合、基本的に療養者は食費やホテルの滞在費を負担しない。タオルなどの日用品に要する費用などは療養者が
負担する（具体的には、各宿泊施設ごとに管理者が定める）。
（出典：厚生労働省「 「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するＱ＆Ａについて」）

概要

金額

【参考】新型コロナウイルス感染者に係る費用負担の例（指定感染症としての措置）
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新型コロナウイルス感染拡大の企業収益への影響（産業全体）

注１ 財務総合政策研究所「  四半期別法人企業統計調査（令和２年１月～３月期）」（令和２年７月27日）より作成。
２ サービス業には「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「学術研究、専門・技術サービス業（広告業等）」、「医療、福祉業」、「教育、学習支援業」及び
「職業紹介・ 労働者派遣業」等が含まれる。

業種別 売上高増加率の比較（令和２年１月ｰ３月期）

-3.0

9.0

1.1

8.9

11.1

6.1

8.9

5.2

2.6

-0.5

-4.5

12.8

5.6 5.0
5.8

-1.7

-11.4 -11.4

9.4

-18.6

-15.3

-13.3 -13.3

-11.2 -10.6 -10.5

-8.0
-7.0

-6.2
-4.8

-3.0
-2.2

0.1

2.7 3.1
4.3

8.9

21.1

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

対
前
年
同
期
増
加
率

平成３１年１月ｰ３月期 　令和２ 年１月ｰ３月期

卸売業
小売業

金属
製品

生産用
機械

サービス業 はん用
機械

鉄鋼 化学情報
通信機械

輸送用
機械

石油
石炭

電気
機械

運輸業
郵便業

物品
賃貸業

建設業 情報
通信業

電気業 不動産業食料品 業務用
機械

3

T0526533
テキスト ボックス
％



-1.1

-16.9

4.4

-1.9

-29.4
-26.7

-15.0

-3.1

0.9

-2.6

-21.2

-1.1
-4.7

-61.4

-56.1

-40.2

-9.5
-7.7-6.1

-28.8

-6.1
-8.7

-59.0
-55.2

-47.4

-12.4 -14.1

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

３月 ４月 ５月

新型コロナウイルス感染拡大の企業収益への影響（サービス産業）

注１　総務省統計局「サービス産業動向調査2020年（令和２年）」（３月分、４月分、５月分）より作成。
　 ２　学術研究、専門・ 技術サービス業は「学術・開発研究機関」及び「純粋持株会社」を除く。 生活関連サービス業、娯楽業は「家事サービス業」を除く。 教育、学習支援業は　
 　　　「学校教育」を除く。 医療、福祉は「保健所」、「社会保険事業団体」及び「福祉事務所」を除く。その他サービス業は「政治・経済・文化団体」、「宗教」及び「外国公務」を除く。

月間売上高の前年同月比の推移（サービス産業計）

情報通信業
運輸業
郵便業

生活関連
サービス業、
娯楽業

教育、
学習支援業

医療、
福祉

その他
サービス業

不動産業
物品賃貸業 宿泊業、

飲食サービス業

学術研究、
専門・　技術
サービス業

業種別月間売上高の前年同月比（令和２年３月分- ５月分）

％
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新型コロナウイルス感染拡大の企業収益への影響（倒産）

注　株式会社帝国データバンクホームページ より作成（令和２年８月14日現在）。

○　「新型コロナウイルス関連倒産」（法人及び個人事業主） は、全国に436件判明（８月14日16時現在）。
○　法的整理355件（破産324件、民事再生法31件）、事業停止81件

○ 業種別上位は、「飲食店」（60件）、「ホテル・旅館」（49件）、「アパレル・雑貨小売店」（29件）、「食品卸」（27件）、
「建設・工事業」（24件）、「食品製造」（20件）など

新型コロナウイルス関連倒産の発生累計件数 エリア・都道府県別発生状況
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2019.7 8 9 10 11 12 2020.1 2 3 4 5 6 7 前月比 前年同月比
都心５区 1.71 1.71 1.64 1.63 1.56 1.55 1.53 1.49 1.50 1.56 1.64 1.97 2.77 ▲ 0.80 ▲　1.06
千代田区 1.44 1.39 1.28 1.35 1.17 1.15 1.25 1.29 1.33 1.26 1.21 1.39 1.93 ▲ 0.54 ▲　0.49
中央区 1.73 1.44 1.35 1.28 1.32 1.36 1.24 1.15 1.14 1.08 1.26 1.44 2.26 ▲ 0.82 ▲　0.53
港区 2.00 2.17 2.11 1.97 1.87 1.86 1.76 1.74 1.70 1.79 1.88 2.33 3.52 ▲ 1.19 ▲　1.52

新宿区 1.90 1.96 1.89 1.85 1.74 1.75 1.62 1.61 1.64 1.92 1.99 2.24 2.87 ▲ 0.63 ▲　0.97
渋谷区 1.26 1.36 1.51 1.88 2.02 1.94 2.09 1.87 1.92 2.22 2.55 3.38 3.85 ▲ 0.47 ▲　2.59

渋谷区

都心５区

千代田区

（単位：％）

都心５区（千代田・中央・港・新宿・渋谷）のオフィスビル空室率の推移

注 三鬼商事株式会社「MIKI OFFICE REPORT TOKYO 2020年８月号」より作成。 6
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